
手続きチェックシート 

出生 

ご誕生おめでとうございます 

忘れずにお持ちください  

お子さまが生まれたら 14 日以内に届出してください 

出生届 

《届出に必要なもの》 

・医師、助産師等が作成した出生証明書付き出生届 

・母子健康手帳 

 

 本人確認書類 

手続きの際は本人確認をいたします。 

本人確認書類の提示をお願いいたします。 
 

       <官公署が発行した、顔写真付きで本人を 
証明できるもの、免許証、許可証> 
 

 

運転免許証      マイナンバーカード 
そのほか 

・パスポート  ・障害者手帳 
・官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証など 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 
・介護保険証  ・年金手帳※ 
・顔写真付きの社員証、学生証など 

 

                                               

 

 

 
 

代理人が手続きするときは 

1. 代理人として来られた方について本人確認をいたします。 

2. 手続きができるかどうか、手続きの対象となる方との関係や 

委任状等により確認させていただきます。 

3. 番号制度の対象手続きの場合は、手続きの対象となる方の 

マイナンバー（個人番号）をご提示いただきます。 
 

税・社会保障関係の手続きでは、マイナンバーカード等の提示が必要となります。        

出生に関連するおもな手続き 

手続きが必要な住民の情報 手続きの名称 必要なもの 該当 受付窓口 受付済 
湖西市 

暮らしの 
ガイド  

▼職員確認用（住民異動届を元に届出された方の情報を市民課で確認します。各手続きの詳細は受付窓口にご確認ください）   

 

出産した方が国民健康保険の方 

「出産育児一時金」の 
支給申請 

・出産育児一時金支給申請書 
・世帯主の口座番号が 

わかるもの 
・委任状（世帯主以外の口座

振込を希望する場合のみ） 
・みとめ印 
<病院でもらった次の３点> 
・出産費用の領収書 
・入院分娩費用明細書 
・出産一時金医療機関直接支

払制度同意書 

 

保険年金課 

 
P55 

 

1 出産した医療機関で「直接支払制
度」（※1）の手続きをし、出産費
用が 50 万円（※2）に満たなかっ
た方 

 

 

2 「直接支払制度」（※1）を利用せ
ずに、出産費用の全額を医療機関
で支払った方 

妊娠 85 日以上の出産をした方 
（死産・流産・早産および人工 

中絶を含む） 

国民健康保険税の 
軽減申請 

・国民健康保険証、資格確認

書、資格情報のお知らせのい

ずれか 

・母子手帳 
保険年金課 

 

 

国民年金保険料の 
免除申請 

・基礎年金番号のわかるもの
またはマイナンバーカード 

・母子手帳 

 

 

出産した方が国民健康保険以外の方 
※同様の制度があります。手続き方法は、加入して 

いる健康保険の担当者にお問い合わせください。 

 健康保険の加
入先で手続き
してください 

 

 

※1 国民健康保険から医療機関へ出産育児一時金を直接支払う制度 
 ※2 産科医療補償制度に加入していない医療機関では 48.8 万円                                       

 
 
 
 
 

裏面にご本人様確認用の手続きがあります 

保険 
年金 

支所・出張所 マークのあるものは、 

支所・出張所でも受付しています。 

確認に 

２点が 
必要なもの 

 

※年金手帳は令和 4 年 4 月 1 日に廃止されましたが、引き続き 
本人確認書類としてご利用いただけます。 

確認に 

1 点が 
必要なもの 

 

必要な書類がそろわない場合は、 

後日改めてご来庁いただく場合があります。 

新居支所 



手続きが必要な住民の情報 手続きの名称 必要なもの 該当 受付窓口 受付済 
湖西市 

暮らしの 
ガイド 

▼ご本人様確認用 

 お子さまのマイナンバー 

※後日、通知が郵送で送られま
す 

（約 1 か月かかります） 

  
市民課 

 
 

 

お子さまの住民票コード ※受付窓口でお渡しします  
 

市民課 

 
 

母子健康手帳への出生証明  母子健康手帳 
  

 
 

 
お子さまが国民健康保険に加入 
する方 

国民健康保険の加入  
 保険年金課  

P55 

  

 

   児童手当を申請する方 

児童手当の申請 
※公務員世帯の方は、勤務先で

申請してください 
 
出生の翌日から起算して 
15 日以内 
※必要なものがそろって 

いなくても窓口へお越し 
ください 

・請求者の通帳 

・請求者の保険証、資格確
認書、資格情報のお知ら
せのいずれか 

※2人目以降は、請求者の
保険証、資格確認書、資格
情報のお知らせのいずれ
かのみで申請できます 

 

こども政策課 

 

 

こども医療費助成を申請する方 

こども医療費助成の申請 
※必要なものがそろって 

いなくても窓口へお越し 
ください 

・保護者の通帳 
・こどもの健康保険証、
資格確認書、資格情報の
お知らせのいずれか 

  

P68 

赤ちゃん訪問のご案内 

「新生児出生通知書」の提出に
ご協力ください。※妊婦健診等
受診票綴りに付いています。 
生後２か月頃までにご家庭を
訪問し、お母さんとお子さまの
様子を伺い、育児に関する相談
や情報提供をしています。予防
接種や健診についてもお話し
ています。 
訪問の際には、事前にご連絡し
ます。 

保健師もしくは助産師が
訪問します 

 

こども未来課 

 

 

保育園・こども園（保育部）に入園

を希望する方 

保育園・こども園（保育部）の

入園相談 

※受付窓口でご相談 

ください 

 
保育幼稚園課 
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 市営住宅に入居している方 市営住宅の同居手続き 出生を証する書面 

 

建築住宅課 

 

P49 

 
 

〒090－8509 

北見市大通西 2 丁目 1 番地  

 

 

  
 

 

保険 
年金 

その他 

こども 

 

住所 

戸籍 

新居支所 

新居支所 

新居支所 

来
庁
者
ご
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だ
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